
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

四
三

改
正
後
欄五
行
っ
た
と
き

行
つ
た
と
き

（
原
稿
誤
り
）

五
〇

改
正
後
欄二


六

六

〃

改
正
前
欄〃

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

一
一
一

一
二
二
五
三
度
五
四
分

五
九
秒

二
四
九
度
六
分
四

四
秒

〃

〃
〃
一
一
八
九
二
・
四
三
二
一
二
一
〇
・
九
一

一

〃

〃
〃
一
〇
一
三
度
五
一
分
五

五
秒

一
九
三
度
五
一
分

五
一
秒

〃

〃
〃

九
三
六
・
二
二
六

三
六
・
二
二
五

〃

〃
〃

八
三
七
度

二
一
七
度

〃

〃
〃

六
九
七
度

二
七
七
度

〃

〃
〃

四
一
九
三
度
五
四
分

三
四
秒

一
三
度
五
四
分
三

六
秒

〃

〃
〃

二
二
四
九
度

六
九
度

〃

二

一
一
〇
度
五
三
分
一

一
秒

一
九
〇
度
五
三
分

九
秒

〃

〃

三
七
度
三
三
分
五
秒
一
八
七
度
三
二
分

五
九
秒

〃

〃

四
三
・
八
五
〇

三
・
八
五
一

〃

〃

五
三
五
八
度
五
分
九

秒

一
七
八
度
四
分
四

六
秒

〃

〃

七
三
四
七
度
三
八
分

四
四
秒

一
六
七
度
三
九
分

〇
秒

〃

〃

八
六
・
四
八
七

六
・
四
八
八

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

一
一
二

二
二
五
三
度
五
四
分

五
九
秒

二
四
九
度
六
分
四

四
秒

〃

〃
〃

一
八
九
二
・
四
三
二
一
二
一
〇
・
九
一

一

〃

三

〃
一
三
度
五
一
分
五

五
秒

一
九
三
度
五
一
分

五
一
秒

〃

〃

二
三
六
・
二
二
六

三
六
・
二
二
五

〃

〃

三
三
七
度

二
一
七
度

〃

〃

五
九
七
度

二
七
七
度

〃

〃

七
一
九
三
度
五
四
分

三
四
秒

一
三
度
五
四
分
三

六
秒

〃

〃

九
二
四
九
度

六
九
度

〃

〃

一
一
一
〇
度
五
三
分
一

一
秒

一
九
〇
度
五
三
分

九
秒

〃

〃

一
三
七
度
三
三
分
五
秒
一
八
七
度
三
二
分

五
九
秒

〃

〃

一
四
三
・
八
五
〇

三
・
八
五
一

〃

〃

一
五
三
五
八
度
五
分
九

秒

一
七
八
度
四
分
四

六
秒

〃

〃

一
七
三
四
七
度
三
八
分

四
四
秒

一
六
七
度
三
九
分

〇
秒

〃

〃

一
八
六
・
四
八
七

六
・
四
八
八

令和年月日 月曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
千
五
百
六
十
一
万
円
、
資

本
準
備
金
の
額
を
六
千
八
百
七
十
一
万
円
減
少
し
、
そ
れ

ぞ
れ
三
千
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
十
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
令
和
七
年
八
月
一
日
に
終
了
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
五
日

掲
載
頁

八
十
一
頁
（
号
外
第
一
六
二
号
）

令
和
七
年
八
月
四
日

札
幌
市
中
央
区
北
五
条
西
五
丁
目
七
番
ｓ
ａ
ｐ
ｐ

ｏ
ｒ
ｏ
五
五
ビ
ル
三
Ｆ
小
樽
商
科
大
学
札
幌
サ
テ

ラ
イ
ト
内

株
式
会
社
上
川
大
雪

代
表
取
締
役

塚
原

敏
夫

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
十
九
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
午
後
三
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、

令
和
七
年
九
月
三
日
開
催
予
定
の
臨
時
株
主
総
会
に
お
け

る
議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
四
日

東
京
都
武
蔵
野
市
吉
祥
寺
本
町
一
丁
目
三
三
番
五
号

株
式
会
社
ト
ー
シ
ン
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
社
長

千
代
谷
直
之

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
八
月
十
九
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
最
終
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ
の
所
有

す
る
株
式
一
株
を
五
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り
株
式
の

割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。
な
お
、効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
八
月
二
十
日
で
す
。

令
和
七
年
八
月
四
日

福
岡
市
東
区
み
な
と
香
椎
三
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
サ
ン
リ
ッ
チ
福
岡

代
表
取
締
役

高
野

哲

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
四
日

栃
木
県
鹿
沼
市
上
野
町
二
八
一
番
地
四

鹿
沼
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
濤

広
行

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
四
日

愛
知
県
名
古
屋
市
港
区
入
船
二
丁
目
四
番
六
号

ナ
ゴ
ヤ
シ
ッ
ピ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

野
々
部
洋
史

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
九
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
四
日

名
古
屋
市
港
区
入
船
二
丁
目
四
番
六
号

名
古
屋
船
舶
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

林

秀
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
二
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://fsp

n
.a
lterd

o
m
u
s.jp
/n
o
tices/d

p
9x
u
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t/

令
和
七
年
八
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
三
番
二
号
郵
船

ビ
ル
ア
ル
タ
ー
ド
ム
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
内

エ
イ
パ
ッ
ク
・
ワ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

ア
ル
バ
ー
ト
・
ス
ギ
ア
ン
ト

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
千
八
百
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
七
年
八
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
十
一
万
八
千
口
を
消
却
す

る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券

を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
九
月

五
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
八
月
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ジ
ャ
パ
ン
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

取
消
公
告

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日
（
号
外
第
一
六
九
号
）
掲
載

の
解
散
公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
八
月
四
日

岩
手
県
遠
野
市
青
笹
町
糠
前
九
地
割
四
番
地
四

有
限
会
社
荒
川
産
業

代
表
取
締
役

荒
川

昭
子

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
（
号
外
第
百
四
十
号
）
公
布

財
務
省
令
第
五
十
五
号
（
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
（
号
外
第
百
四
十
号
）
公
布

財
務
省
令
第
五
十
六
号
（
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
国
土
交
通
省
告
示
第
七

百
九
十
六
号
（
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件
）

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
四
日
国
土
交
通
省
告
示
第
七

百
九
十
七
号
（
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件
）

令
和
七
年
七
月
十
五
日
官
庁
報
告
欄
法
務
省
告
示
配
第

五
十
八
号
（
日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

六
ぺ
ー
ジ
二
段
一
五
行
目
か
ら
一
六
行
目
ま
で
を
削
除

す
る
。
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